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ポーランドの「連盟」と身分代表制

，烏 山 成 人

ポーランドにおける連盟 (konfederacja = confederatio) の歴史は第一期 (13世紀末か

ら15t}t紀中葉まで〉と第二期 (16世紀末から 18世紀の「分割」まで)に分げることが

できるが、一般によく知られているのは第二期知ち近世の連壁である O これはシュラフ

タ(szlachta)によるこの連盟結成の権利が、議会 (sejm)の機能麻痔をもたらしたかの有

名な「自由拒否権J(liberum veto) と並んで、ポーラ γ ド没落の一国をなしたといわれ

る了共和国J(まzeczpospolita= res publica)の国制の主要な欠陥の一つにしばしば数えら

れるからである C {1} 立は連盟に対して破壊的な意義しか認めない通説的な理解に疑問を

もつもので忘るが、その点は後述するとして、ともかくポーランドでは 16世紀末以降国

政の危機に際して頻繁にシュラフタの連盟が結成きれ、政治的に重要な役割を果した。

従って一般の概説書 (2)でも近世史の部分ではそれぞれの連盟がかなりくわしく扱われて

し、る O

これに対して第一期即ち中世末の連盟は比較的扱われることが少し、。これは中世末の

連盟が近世のそれによ七して概して散発的で、規模もー殻に小さく、その政治的意義が相

対的に低かったためばかりではない。中世の最後の連壁 (1464) と近世の最初の連盟

(1572)の関に 1世紀以上の空白期間があって、再期間の連盟の聞に宣接の連続性が考え

られない似ため、近世の連盟の意義が重視される場合にも、中堂のそれとの関連は軽視

されがちだからである O しかし後にみるように、この第一期の連盟の性格、役割を正確

に認識することなしには、第二期の連盟のそれも正しく理解することはできない。

本稿は、この雨時期を通じてポーラソドの連盟の性格・機能を、主にポーランドにお

ける身分代表制の歴史的との関連で考察しようとするものであるが、上記のような理由

から最初に先ず第一期(中世末)の連盟についてその具体的内容を述べ、然、る後に身分

代表告1]の成立過程における連盟の役割、連盟と封建的な「抵抗権J(ius resistendi) との

(1) 例えば、 rlibぞrumvetoと連盟は、支配詰設内の捷々のク勺レープの関争の道具、封建的アナー
キーの合法的彰態で、島った。J(I1CTOpH兄日OJIb由民 MOCKBa，T. 1， 1956， CTp. 193-4) 
(2) 例えば CambridgeHistory of Po¥and from the Origin to Sobieski， 1950: Cambridge History 
Jf Poland from August II to Pilsudski， 1941 (以下それぞれ CambridgeHistory of Poland， 1， IIと
して引用する)
(3) 114-5世紀の連盟の多分に散発的な痕跡と、 16世紀末から異常な発展をみた連盟との龍に辻全
く連続性がなし、。 期限切れになったかに思われた中世の語形態への護婦がそり時一この分野に隈らな
いが一行われたのであるoJ (Zygmunt ¥Vojciechowski， L'Etat polonais an moyen-age. Histoire dぞ5
instituions， Paris， 1949， p. 255) 
(4) これについては不十分ながら、拙稿「ポーランドの貴族共和制J(1北大史学j、VII，1960)を参
照されたL、。



鳥山成人

関祭、各時期の連盟の社会的性格などの問題を論じ、最後に「共和国Jの国市jにおける

連盟の役割を考察する O これらの考察全体を通して、本稿はポーラ γ ド科学アカデミー

肢の 11795年までのポーランドの国家と法の歴史J(2巻、 1957年戸1)における連盟の
特徴づけに対する疑問にかかわりをもっO

近世の連盟の具体例については概説書の記述にゆずるので、便宣上ここで簡単に全体

としてのその特徴を競観しておく 042}

連盟誌普通最初に一つ乃至若干の州 (wojewodztwo)の範園内で結成され、然、るのちに

全国的なもの (konfederacjagenerala)に発展した。しかしなかには地方的な連盟にと

どまるものもあった。連盟は個人の自発的な参加によって成立し、この参加は多く文

書への署名による誓約の形をとった。め時には、圏内の有力な 2つの党派が桓対立す

る2つの連盟を結成して争うことがあれこの場合には「調停議会J (sejm pacyfika-

cyjny)が関に入って問題を解決することが多かった。調停議会で辻、一般の議会にお

ける自由拒否権の潰行に反して多数決でことが決せられた。

この時代に結成された連盟のうち最も数が多いのは、空位期間中のものであった。こ

れにはも 1572年のヤギェウォ Jagie:l:lo 朝斬絶後の選挙王棋の下でしばしば空位期が

生まれ、この期間中国内の秩序の維持がシユラフタ全棒の誓約と実力によって守られ

る必要のあったことと並んで、同じくヤギェウォ朝の断絶と共vこ確立した王位の契約

的性格のためも空位期間中は主権が本来のその所宥者たる国民(事実上はシ ラフタ)

の手に掃するものと考えられ、この主権を行使するためにシュラフタが組織化された

ことが重要な要国として考えられるo 事実空位期間中の連盟は中央と地方(剤、iごと)に
それ自身の執行機関を設け、後tこは自らの裁判官や軍致指揮者を任命するようにさえ

なった。

国王在位中t，こ組織される連盟でも=連盟の{l{1jには、自らを王権に優越したものとする

章、識があった。危機に探して国王邑身が連盟結成のイニシアティヴをとることもあっ

たが，これも国王の舗に王権に擾先する国民の意、志を結集せんとの目的があってのこ

とであった。国王在位中の連盟で国王畠身の組織したものもあるいは成立後に国王の

承認=加入したもの以外は国王に対する反乱の性格をもち、これ誌とくに「ロコシ J 

(rokosz)とよばれたがもこのロコシュもそれ岳棒は合法的なものとみなされた。ロコ

シ で敗れたものに、少数の指導者を除いて、大赦の与えられるのが普通で、あったの

も、ロコ γ ユを合法とする意識と恐らく蕪関誌ではなかった。

連盟は一定の致治吾的をもって結成され、従って自的が達成されると解散された。空

位期間中の連盟は、主権の代行・宮内秩序の維持の抱、多く一定の国王候補者への支持

(1) Historia panstwa i prawa Polski do roku 1975， Warszawa， 1957 (監修者は Ju1iuszBardachで、
第1巻-15世紀中葉までーを J.Bardach，第 2巻を ZdzisbwKaczmarczykと Bogusl'awLesnodorski 
が執筆している)
(2) この概観は主に， Zygmunt Gloder， Encyklopedia staropolska (古ポーランド百科辞典〕、 1900-
03， III， s. 75 f; Historia panstwa"'， II， s. 122 f， 128， 158 f.， 295 ff.; P. Skwarczynski，“The Consti-
tution of Poland before the Partitions"， Cambridge History of Poland， IIによる。

(3) 連盟に参加しないものは利己主義者乃至教とみなされた。 (Encyklopediastaropolska， III， s. 75) 

2 



ポーランドの「連望Jと身分代表1Iifj

を目的とした。空位期間中の連盟も含めてほとんどすべての連盟に共通していた基一本

的性格は、シ ラフタのいわゆる「黄金の自由--，O'(z:lotawo1noso)の擁護という志向

であれ従って国王在位中に結成された連盟には、国王の側での王権強化、議会制度

改革(自由拒否権の制限など)、世襲王制樹立などの企てに対抗することを目的とした

ものが多く、これら立しばしばロコシ に発展した。外敵からの国土防衛など特殊な

吾的で組織された連盟の場合にも、その根まには「黄金の自由j擁護の志向が流れて

し、ずこO

中世末、 14-15世紀のポーランドにみられた連盟は、同時代あるいは少し以前にヨー

ロヴパ各菌でみられた様々の名称の連盟と同じ性質のもので、あった。後者の場合、連盟

結成の主誌は都市で‘あったり{イタザア)、バロンであったり{イギリス)、騎士で・あった

り(ドイツ)、聖職者で、あったり{フランス)，農民で、あったり(スイス)して様々であり、

性格的にもこれには封建的な反抗権に根拠をもつものと、逆に王(侯)権力に支持され、

あるいはそれによって組識されたものとがあったようであるが、中世末のポーランドの

連盟についてもほぼ同様のことがし、えそうであるO

中世末のポーランドについては、連盟結成の主体に都市・聖職者・シュラフタの三者

の存在したことが認められる C 連盟のうち最初に現われるのは都市のそれで、 1298年

大ポーランド (Wielkopo1ska)のボズナニ (Poznan)，グニエズノ (Gniezno)など 4つの都

市が強盗や放火からの自衛を自的とする連盟を結んで国王の認可を求め、つかまえた犯

人を死刑に処する権利などを認められた。大ポーランドの都市の連盟は 1302年にも新

たに認可された。 1311年シロンスク (81号sk，シレジア)に 8つの都市Iこよる同様な連盟

が生まれた。 1349年大ポーランドの都市連盟にシロングスの中心都市ヴロツワフ (Wro・

c:law) が加わった。 1350年連盟はグニェズノを除いて更新された。都市は自分たちだ

けで連盟を結成した也、シュラフタを主棒とする連盟に加わることもあった。後にのべ

る 1384年の空位期間中のシュラフタの司翠への都市の参加や、 1464年南西ポーランド

のノレヴフ (Lwuw)地方とジュィダチョフ(わせaczow)郡のシュラフタの連盟にノレヴフの

商人が「兄弟にして共同誓約者」として参加したのがそうした場合であった。 (2)

このように中主末期にポーランドの都市がシュラフタと並んで政治の舞台で活援して

いる事実は、近位ポーラ γ ドにおける致治社会からの都市の完全な諌外と比較して、い

ろいろな意味で注目に値する O ここでは詳説をさけるが、多tlえばこの事実は、ポーラン

ドの都市の支配層が中世後期から近世初めにかけて非ポーランド系(ドイツ系)であった

ことを、身分11111国家段階のポーランドにおける都市の政治的無力の有力な原因とみる通

説をくつがえすものであるO 政治社会からの都市の諌タトi工、 ドイツ系市民のポーランド

(1) この観念の成立と内容については、 Historiapailst羽ra"'，II， s， 280 ff.; Encyklopedia staropolska， 

IV， s. 500 f. 

(2) Historia paustwa，"'， 1， s. 225， 418， 454 f.; Encyklopedia staropolska， III， s. 74 f.; Z. Wojcie-

chowski， L'Etat polonais"'， pp. 265 f. 
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化の完了(1)の後顕著になったからである O

聖職者の連盟は、彼等だけのものとしては、 1406年と翌年教会の十分のー税と裁判

権の問題でシュラフタが連盟を創ったのに対して、小ポーランド (Malopolska)の聖職者

の傑でも、 1407年クラクフの司教ピョトノレ・ヴィシ (Piotr Wysz)の指導下t，こ連盟を結

成した(2)のが、知られている唯一の例である O しかし抱に教会は、後にみるように、フ

ス深の運動に対抗するための連盟に加わっている。

中世末の連盟には、シュラフタのそれが最も多し、。都市や聖職者のものも含めてこの

時代の連理を ZygmuntWojciechowskiは封建社会における「抵抗権」の表現とみなし

得るものと然らざるものとに分け、言言者を「古典的」なものとしている{わが、都市また

は聖験者だけの連盟でこの「吉典的」な型に属するものはない。

シュラフタの最初の連望は、1352年大ポーランドのシュラフタがポズナニの知事 (wo・

jewoda)マツ f コ・ボ/レコヴf ツ (MaekoBorkowic)を指導者t;こ、王の代官 (starosta)によ

る財産の不当な没収一実は倍人に占有されていた王領地の国収一見対抗して相互援

助を約したもので、これは国王に対する志誠の保持を宣言しはしたが、事実上は王権?こ

抵抗するものであった。これはまた、シュラフタが身分的連帯性を明確に表現した最初

の行為でもあった。次いで 1382年間じ大ポーランドのシ ラフタがやはり王の代官に

対して連盟を結成した。この連壁には大ポーラ γ ドの 3つの都市も加わり、連盟は代官

ドラマト (Dramat)の退職で解散した。この二つの連盟の背景には、 この時代における

大ポーランドと小ポーランドの対立関係があれ従って連盟結成の誘因として地方的割

拠主義の働いていたことが注意きれなければならなし、。山これはこの後の多くの連盟に

ついても指構できるところである O

1422年ドイツl騎士団とのたたかいのために動員されてチェノレヴィニスク (Czerw治法)

に集結したシュラフタが自分たちの特権の擁護・拡大のため連盟を結成し、国王からい

わゆる「チェノレヴf ニスクの特権状」を獲得した。不法な(裁判によらなしサ財産の没収

と、代官と裁判官の兼職を禁止したこの特権状は、 1425年の特権状を経て、 ポーラソ

ドの「人身保護律J(Habeas Corpus Act) とよばれる 1430年¥ 1433年の特権状につら

なる重要なものであった。前

(1) 大都市ほどドイツ系市民のポーランド化はおくれるが，最大む商業都市で同時に16世紀末まで

首都で‘あったグラクフ (Krakow)でもお世紀末に誌上層市民のポーランド化が完了する。却ち同市の

ギルドの役員は 15世紀初め僅か 13.9ぬ:ポーランド人で、あったが、これがお世紀半ばには 29%、世

紀末には 41 ガとなり、 16 世紀に江ポーランド系の都市貴族が過半数をこえてやがて 80%~こ達し、世
紀後半にはドイツ人はごく少数になった。(兄 PyTKOBCKH註， 3KOHOMHQeCKa兄 HCTOpHH耳0池田H，
MOCKBa， 1953， CTp. 60-61; Cambridge History of Poland， 1， p. 136) 

(2) Historia panstwa"'， 1， s. 456; Encyklopedia staroposlka， III， 575; Z. Wojciechowski， L'Etat 

polonais"'， p. 266. 
(3) Z. Wojciechowski， L'Etat polonais...…， p. 264 
住) この二つの連盟の成立の背景と経過について辻 TadeuszManteuffel (Red.)， Historia Polski Cポ
ーランド史J，1， 1， Warszawa， 1958， s. 545 f， 560; Cambridge History of Poland， 1， p. 174 f.，その
性格については、 Z.Wojciechowksi， L'Etat polonais"'， p. 264; Historia pa註stwa"'，1， s. 370， 455 

(5) Z. Wojciechowski， L'Etat polonais"'， p. 264; Historia panstwa"'， 1， s. 428; Cambridge 

History of Poland， 1， p. 420 
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ポーランドの「連盟Jと身分代表制

直接王権に抵抗するものでなかったが、前述の 1406年と 1407年のシュラフタの連盟

は教会権力(t，こ対するもの、 1436年のノレテニア地方{東高ポーラ γ 刊のシュラフタの連

盟はマグナト (magnat) 即ち大貴族の勢力に抵抗するもの何で、あった。教権とマグナト

勢力に対する主主抗という点でとりわけ重要なのは、ヴワドゥ干スワフ 3世 (Wladys1aw

III)幼少期の一部マグナトの寡頭支配と隣国ボへミアのフス派の改革運動の彰響が原

因で起った 1439年の連盟であったcスプ fテク (Spytekz Melsztyna) を指導者とした

このシュラフタの連盟は、冨王に対する忠誠を宣言しながら、政治を私するマグナトを

排除して王国の秩序を回復することを目的とし、国王の裁判官にこれと同数の連盟の代

表を加えて関係マグナトの裁判を行うべきことを要求した。この連塑の文書に署名した

168入のうち官職保有者は汐人にすぎず、この点でこの連盟は多分に長マグナト的性格

をもっていたといえる。 (2)

スプィテクの連盟は、この蔀年 1438年にマグナト寡頭政権の指導者ズギブニェフ・オ

レシニツキ (ZgibniewOleさnicki)がフス派の運動の激化に嬬えて結成した連盟に対抗し

て生まれたもので、あった。反フス派の連盟は 1424年上こも国王の承認と教会の参加の下

に結成されていた。山この二つの連望は、 Wojciechowskiの分類をかりれば、非「古典

的jな連盟の代表的なものであった。この場合連盟結成の名吾は国内秩浮の維持という

ことであったが、スプィテクの連盟もこれとは違った次元で、「よき秩序」の回復を標捺

していた。 14世紀の大ポーランドの都市の連盟や、この時代の最後の連盟である前述の

1464年のノレヴフ地方のシュラフタと商人の連盟も、地方的な規震においてではあった

が、秩序の維持を目的としていた。

この秩序の維持という点で特に重要なのは、 1382年と 1384年の連盟で、あった。これ

はノレドヴィク (Ludwik)玉死後の空位期に大ポーランドのラドムスク (Radomsk)に 5つ

の地方的のシュラフタの引communitates" 即ち地方議会 (sejmiki)が集って、園内の治安

維持と国土の統一・防俸を誓ったもので、 1384年の連盟には既述の如く都市も加わり、

5つの地方にはそれぞれ、国王の代官とシュラフタの代表5人と都市の代表 2人からな

る権力機関が設けられたcmこのラドムスクの連盟はとりわけ次の二点で注吾に価する。

第ーは、これが連盟の歴史の第二期(近世)にしばしば結成される空位期の連盟の先例を

ひらいたことであるC 第二は、これが中世末における身分制議会の成立史の上で重要な

意義を有したことで£る C 総じて中世末の連盟の歴史は、この時期におけるポーランド

封建社会の諸身分、特にシ ラフタの連帯意識{利益と権利の共通性の意識)と政治的自

(1) これは，この地方へのポーランド法の通用(1435)による中小シュラフタの身分的向上に対して，
これを喜ば在いマグナトがこれを抑えようとしたことから起った。 (2. ¥Vojciechowski， L'Etat co・

lonai"，"'， p. 266; Historia poustwa"'， I， s. 455; Cambridge History of Poland， 1， p. 436) 
(2) Historia paIlstwa"'， I， s. 372， 449， 455; Historia Polski， I， 1， s. 596 f.; 2.羽Tojciechowski，L'Etat 

polonais'一， p. 265; I1CTOpH冗 OOJlb国民 I，cTp. 132 
(3) Z. Wojciechowskj， L'Etat r:;olonais"'， p. 265; Historia paustwa"'， 1， s. 455 

性) 大ポーランド、ウヱンチュィツァ (ι~czy(叫，シェラツ (Sieradz)，クラフフ及びサンドミェシュ

(Sandomierz). 

(5) Encyklor:;edia staropol己ka，III， s. 75; 2.Wojciechowski， L'Etat polonais"'， pp. 252 f.， 265 f.; 

Historia panlstwa"'， 1， s， 390 f.， 418， 444 f.， 454 f.; Historia Polski， 1， 1， s. 560 f. 
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烏出成人

覚{州、地方、ないしは王国全体の政治の拠手たるの岳覚)の成長をものがたり、ポーラ

ンドにおける身分代議棋の成立過程と不可分の関誌にあるが、この関係を具体的に示し

ている最初の例が、このラドムスクの連理である O

ラドムスクの連盟をポーラ γ ドにおける身分代表制発展の画期として重課する戦後の

研究?こ JanDebrowskiの r14世紀の Coronaregni poloniae.ポーランド身分王鵠発

達史研究J(1956) (1)がある O ドンブロフスキは、「国の政権並びに王冠の権利への社会

の代表の形式上及び事実上の参加の実現における転回点をなすのは、/レドヴ fクの死

後の空位期である。J(2)と述べ、この主張を "communitates"の分析(3)を中心に本書で、

展開している O この Dgbrowskiの著書に対する KonstantyGrzybowskiの批判論文

rCorona regniと Coronaregni poloniae J (4)もも次のような南極的な表現においてで

はあるが、ラドムスグの連盟の重要性は認めている(傍点は引用者のもの)0r空位期
を除いては、何らかの『社会的』機関一政府への参加の自己の権利を『自分自身』の

権利から、即ち国王の章、志ではなくて社会の意志から引出するような機関ーの半ば決

定的、半ば身分的な権能という意味での政府への F社会JI0)参加はみられない心的

ポーランドの身分王制(立onarchiastanowa) については、従来日世紀後半をその成

立期とする見解が支配的で、あった出が、最近ポーランドの学界ではこの成立時点を引上

げる傾舟が有力である O 上記の JanDebrowski の研究書がこの傾向に属するモノグラ

フの代表的なものであるのが、観説書では、アカデミー版の「ポーランド史jが14世紀

中葉から 15世紀中葉までを身分王制期としている向。同じアカデミー寂の法制史概説

もほぼ同様の立場をと号、 14世紀初年代から 15世紀中葉までを身分王制期とし、以

下回世紀中葉から 16世紀末までを「シュラフタの民主申iJJ (Demokracja szlachecka)、

17世紀初めから 18世紀 70年代までを「マグナトの寡頭割IJJ (Oligarchia magnacka)の

(1) Jan Da browski，五oronakr61estwa ro1skiego w XIV wieku， Studium z dziejow rozwoju polskiej 
monarchii stanowej， ，えTroc主aw-Krak6w，1956 
(2) Tamze， s. 116 
(3) Tam室町 s. 118 ff. 

(4) Konstanty Grzybowski， "Corona Regni a Corona Rεgni Poloniae"， Czasopismo prawno-histo-
ryczne (法史学雑誌J，t. IX， no. 2， 1957 
(5) Tamze， s. 331 
(6) これについてはさしあたり Z.Wojciechowski， L'Etat polonais"'， pp. 248 et suiv.; ]. Sie-
mieilski，“Constitutional Conditions in the Fifteenth and Sixteenth Centuries"， Cambridge History 

of Poland， 1 ~上謁拙稿「ポーランドの貴族共和市~J などを参照。なお、新しい文献では五. E. JIHBaH-

ueB，討CTOpH匁 rocyぇapCTBaH npaBa中eO.ll.aJIbHO品目OJIblllH XIII-XIV BB.， JIeHHHrpa江，
1958， CTp. 70ー74，86-7も、15世紀初めまでは身分代表機関としての議会(sejm，sejmi悼の「蔚芽形態J
の存在しか認めない点で、 tまぼ従来の説を踏襲しているものといえる。
(7) Jan Baszkiewicz， Powstanie zjednoczonego paIlstwa polskiego na przetomie XIII XIV wieku 

(13・14世紀の交のポーランド統一昌家の成立J，Warszawa， 1954， s. 432-3， 460もこの立場をとっ

ている。
(8) Historia Polski， 1， 1， s. 489.なお、同じ時期の史料を集めた、 Material:y釘付主owedo historii 
Polski epoki feudalnej (封建制期ポーランド史関係史料〕の第3分冊も、Polska w okresie monarchii 
stanowej [身分王様壊のポーラ γr~J ， 1346-1454 (Waぉzawa，1955)と題されている。
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ポーランドの「連盟jと身分代表部

時期としている。山この時代区分はなお定説とはし泊、がたく、∞身分王tiJ1Jの成立時点を

具鉢的に何時とみるかも意見の分れるところであるが、中世末の連盟の歴史にみられる

諸身分、特に、ンュラフタの政治的成長をみるならば、身分王制期をひきあげようとする

ポーラ γ ド史学のこの薪しい傾向は十分に検討に値するものと思われる o tこだアカデミ

ー寂法制史概説は、身分王制成立の指標として議会 (sejm) の成立時点の問題にこだわ

りすぎている惑があり、 (3) そして吾、らくこのこととの関連で、この時期の連盟の特徴づ

けにもかなり疑問の点を残している O

アカデミー版「ポーラ γ ド史jは、一般に中世末の連盟を、王権との結合を求めて封

建的アナーキーの克服を志向した中央集権的性格の強いものと特徴づけている山が、こ

れは同じアカデミー板の法制史概説における中世末の連盟の評価でもある O{5} このよう

な評価は、この概説が中世末の連盟を「国家権力を代行したj ものと、 f国家権力に一

定の身分的要求の実行を強制したものjに大別して山特に吉iJ者を重視する立場をとり、

後者については例えば 1422年の連盟をこれまでの通説に反して連盟と認めていないの

点に、特徴的に現われている O しかし法制史概説のこのような評錨は、連盟の本来の性

務と、それがこの時期において果した客観的役誌を混同しているもののように忠われ

るO この時期の連盟に王権の強化・中央集権化に寄与する面があったのは、それが果し

た客観的役割としてそうであったのであって、 「王権との結合の追求」が連盟そのもの

の性格であった、ということではなL、この時期の連盟で国王の代官または国王側近の

マグナトを直接の敵としたもののなかには、既述の却くたしかに国王への忠誠を宣言し

たものもあったが、この宣言もこれを額面通りに受取ることは出題である。

法制史概説のこのような評位は、それが中世の連盟と封建社会における抵抗権との関

連にふれていないこととも、恐らく無関誌ではなL、この概説はその第2巻の近世の連

盟を扱った箇所で、 「国王に敵対する連盟結成の法的基礎としては、 denon praestanda 

oboedientiaの条項で十分で、あったj として、 (8) 1572年のヤギェウ才輯断絶後の空泣期

間に作られて新しい国王へンル f ク (Henryk，Henri de Valois) に承認を求められた有

名な「へンノレ f クの諸条項J(Artykuly hen巧ァkowskie，Articuli Henricani)仰のこの最

(1) Historia panstwa...， 1， s. 27 

(2) Kwartalnik historyczny C霊史四季報)， LXV. 1958， s. 1300-03に記されているこの法制史概説

をめぐる法律史家の討論会の模様をみると、この時代豆分、特に身分王宮i掲の設定には、上記の G-
rzy1:owskiを含めて学界になお戦前からの伝統を継承する有力な反対論者ーがし、るようである。
(3) Historia paostwa...， 1， s. 446-453. 15世紀末を身分王1完成立の時点とする従来の定説のー根拠
は、それ以前の議会 (sejm)類似の集会は雷王の諮問機関にすぎなかったということであったが、 Ta-
mze， s. 450ではこれが諮詞機関以上の実貰を慌えたものて、あったと強年されている。
(4) Historia Polski， 1， 1， s. 610 (この部分の執筆者は Z.Kaczmarczyk) 

(5) Historia patstwa"'，パ.454 ff. (この概説の第1巻は、現述の如く].Bardachが執筆している)
(6) Tam乏e，s. 454 

(7) 1422年の連日立は、この概説では seJmとよばれている (Tamze.5. 428)。これは、身分王告IJの成

立時点を引上げる上記の立場とも関係がある O
(8) Historia panstwa"'， II， s. 295 
(時 「ヘンノレィクの諸条項ーについては，HistoriapalIstwa"'， II， s. 129 f.; Historia Polski， 1， 2，s. 300; 
Gambridge History of Polaml， 1， pp. 438 f. 
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後の条項が、 17・18世紀に国王に反対して結成された連盟の法的根拠で、あった、と記し

ているが、これは連盟の本来の性搭について誤解を生みやすい表現である O この「諸条

項jの規定する「法律、自由、条項、条件」に対する国王の違反・不履行を以て、国王

に対する臣下の「服従と志誠」義務の停止の条件としたこの条項は、臣下の忠誠拒否の

権利を明文化したものとして確かに重要であち、この後、ンュラフタはことあるごとにこ

れに言及し、ロコシュの際にもこれを法的な根拠とした。しかし「へンノレィクの諸条項J

のこの最後の条項で始めてシュラフタは忠誠拒否の権利を護得したのではない。この概

説自身が艇の箆所で記しているように、この権利は「封建体制内で知られているいわゆ

る抵抗権 (ius.resistendi)の形態の一つJ(l)であった。.T!Pち、「へンノレィクの諸条項j立中

世以来の抵抗権のj思想、を取入れてこれを現文化Lたにとどまる。従って、中世の連盟に

ついても当然、抵抗権の具鉢的表現としてのその性格が先ず考憲されなければならない

のであるc

次に、アカデミー版法制史概説は、近世の連盟を専らマグナトの派閥争いの道具と

み、 (2) これに対して中世末の連盟の反マグナト的性格を強調しているが、これも諺正を

要する点である o 14-15世紀の連壁のなかにマグナト権力に対する中小シュラフタの抵

抗という色影の強いものがあったことは、既にみた通りであるが、これをこの持期の連

盟に共通の額向として一面的に強調することには問題がある O この時期の連盟の多くは

史料の制約でその社会的性格を確定することが困難であるO その上、法制史概説が連盟

の反マグナト的特徴を示す具体的な例としてあげている 1439年の連盟も、 スプ fテク

始めその主な指導者の出身・地位や連盟結成の動機などを具体的にみてみると (3) フス

派の運動とのからみあいがある他、多分にマグナト内部の派閥争い、部ち寡頭政権から

除外されたマグナトの寡頭政権に対するたたかい{具体的には、小ポーランドのマグナ

ト中心の政権に対する大ポーラ γ ドのマグナトの反援)という側面のあったことがわか

れこれを反マグナト闘争という図式だけで理解することには無理があるように思う O

そしてこれとは逆に‘マグナトの派閥争いの道具で・あったとされる近世の連盟のうち

でも、 1572年と 1592年の連盟や 1606-07年のロコジュには明らかに震マグナト的性格

が認められるOヤギェウォ朝断絶後の最初の実費的な国王選挙に際し、中・小シュラフタ

はマグナトの反対をおし拐って、全シュラフタに決定に参加する権利を認めさせた。的

この運動の中心になったのは下級シュラフタ出身の脊能な設治家ヤン・ザモイスキ (Jan

Zamojski)であるが、彼はこの後も国王とマグナタの専制に反対するシュラフタ勢力の

中心人物として行動し、 1592年にはほとんど全シュラフタを連盟に結成して、ポーラン

ドにとって危険な国王ズィグムント 3世と有力マグナトの親壊政策をいわゆる「審問議

会J(sejm inkwizyczyjny)で札弾し、山また晩年には、同じズィグムントがマグナトの

(1) Historia paustwa.... II， s. 130 
(2) Tam乏e，s. 295 
(3) ヨistoriaPolski， 1， 1， s. 596 f.; Oambridge History of Poland， 1， pp. 233 f.， 237; Historia 
paIlstwa"'， 1， s. 371 f. 
(4) Cambridge History of Poland， 1， pp. 370 ff.， 426 ff.; Historia Polski， 1， 2， s. 255 ff. 
(5) CambridgεHistory of Poland， 1， pp. 456 f.; Nisbet Bain， Slavonic Europe. A political history 
of Poland and Russia from 1447 to 1796， p. 138; Historia Polski， 1， 2， s. 506 
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ポーランドの「連盟」と身分代表制

支持の下に企てた王権の絶対化に強く抵抗し、これが後の死後 1606年、 ミコワイ・ゼブ

ジュィドフスキ(立ikolajZebrz)ァdowski)を指導者とするロコシュ(1)の形で嬢発した.こ

れは最初の本格的なロコシュであった。連盟が完全にマグナトの道具と化するのは、以

下にみるように、議会が国家の最高機関としての実質を喪失した 17世紀中葉以降のこ

とである。従って中世末の連盟と近世のそれの性格を単純に対立的なものとして理解す

ることt土で、きず£し、。

既にみたように、中世末の連盟の歴史立この時期のポーランれこおける身分代表笥lJの

成立と不可分の関係にあったが、この後の藍史も、この議会と連盟の密接な関連を物

語っている。 15世紀後半、 中央及び地方の身分昔話議会の制震が確立して、 これを通じ

て諸身分、特にシュラフタの章、志が中央及び地方(州)の政治に反映されるようになる

と、連盟結成の必要はなくなり、このため 15世紀中葉から 1世紀余りの関連盟はポー

ランドの歴史から姿をけす。この場合連盟の機能は議会に吸収された、ということがで

きる G{2} しかしこの間にも議会の章、志が国王によって甚だしく無視されると、シュラフ

タは議会とは別の場で自分達の章、志を国王に強制しようとした。国王ズィグムント 1世

(Zygmunt I)、というよりはその妃ボナ・スブ才ジァ (BonaStorza)の議会軽視に対して、

1537年モ/レダヴィア遠征のための動員でソレヴフに集結したシュラフタが、国王に対して

一連の要求を提出してその承認を追った、いわゆる「にわとり戦争」向付ojnakokosza) 

はその典型的な例であり、これは後のロコ、ンュに近い性格をもっていたc

15世紀中葉からの連盟の空白期の発生については、ほぼこのように考えることができ

るが、連理の歴史におけるこの空白期は、ポーランドの身分布i議会が丘ぼ正首に機能し
た唯一の時期で、もあった。的 KonstantyGrzybowski は最近の研究で、 17-18世紀の議

会との比較で、それ以前の議会の特徴として、議員が地方的利害にとらわれず国民的な

(1) Gambridge History of Poland， 1， pp. 462 ff.; N. Bain， op. cit.， pp. 142 ff. ~ Historia Polski， 1. 

2， s. 515 

鎚 これは、逆にし、えば 14佐紀と 15世紀前半には、後に議会が果すようになる機能を少くとも部

分的に連盟が代行していた、ということでもあり、この観点がぬげると、 14世紀におけるポーランド

身分王読の成立を主張するためには、アカデミー版法制史親設のように、議会の成立の時点を無理に

引上げざるを得ないことになる。

(3) Historia Polski， 1， 2， s. 222 ff. ~ Historia panstwa"'， II， s. 123 

(4) ポーランド没落の一因として「分笥」前の「共和冨」の冨鵠の欠陥が考えられることと関連し

て、この国事jの確立期たる 15・16世紀に既にこの欠括辻存在していた、とL、う考え方が一般に行われ

ており一例えば D8世紀末の来るべきポーランド没落の諸前提辻玩に 15-16世紀につくられた。」
(HCTOpH先日0池田沼， 1， CTp. 196)ー従ってこの盟申jの中心をなす議会もその成立当初から正常には機

能しなかったと考えられがちで、あるが、了崎型や否定的結果が発展の端緒にまずし、て現に賦与されている

とは誤らずムー肯定的な可能性と否定的主可龍性がどこにあり、どのような事請の下で後者より前者の

利用されることが少なかったか、が荷われ」なければならない。(Gotthold Rhode，¥，Staatεn-Nnion 

und Adelsstaat. Zur Entwicl王lungvon Staatsdenken und Staatsg缶詰ltungin Osteuropa， vor allem 

in Polen/Litauen， im 16 Jahrhundert，“ Zeitschrift fur Ostforschung， IX， 1960， S. 192)なおこの問題

について辻、 OscarHalecki， Borderlands of Western Givilization， N. Y.， 1952， pp. 225 f.をも参照。
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視野を有していたことを指摘している仰が、これと並んで、王権と議会の力関係の均衡

がまた、 16世紀末までの議会をほぼ正需に機能せしめた重要な条件で、あったと考えられ

る。ヤギェウォ朝の成立 (1386年)と共にポーラ γ ドでは選挙王舗が始ったとされるが、

この王朝の断絶 (1572年)まで江，選挙王制と L、ってもこれは多分に理念的なもの、形

式的なもので、あって、ヤギェウォ朝の列代の君主は伝統にもとづく権威をもっていた。ぬ

中世末からの中流シュラフタの政治的進出が彼等とマグナト層との勢力争いを招来し、

列伐の国王、特にカジミェシュ 4世 (KazimierzIV， 1447-92)やズィグムント・アウグス

ト (ZygmuntAugust， 1548-72) がこれを王権の強化に利用し得たことも、議会と王権

の勢力均衡に役立った。

然るに 1572年名実ともに選挙王制が確立し、王位が「へンノレィグの諸条項」の示すよ

うに明らかに契約的な註格のものになると、国王の権力と権威は抵下し、議会と王権の

力関係の均衡辻失われた。これは、それまでに議会の立法などで事実上唯一の特権身分

となっていたシュラフタ{めが今や万能の支配者となったことを意味した。このためγュ

ラフタ上層のマグナトと中流シュラフタの間の争いは、この後何らの調停者なしに、露

骨に展開されることになれ議会を中心とする冨政の運営も急速に国難になって行っ

た。万能の支配者たるシュラフタ自身の内争のため、議会が法定の会期的内に重要な国

事について国家意志を決定し得なし¥ということがLばしば起これ決議を採択できな

いまま解散してしまう議会が多くなっためからである。 16世紀末連盟が再度ポーラン

ド史に登場して来たのは、このような事情の下においてで、あった。国民{具体的には

シュラフタ)の意志を統合する議会の機能が低下すると、 国政の危機に際して議会に

代って実質的に国民の意志を結集し一少くとも富民の意志の結集体たることを雪称しー

かつ自らの行動力と武力を以て危機に対処するものとして近世の連盟は生まれたのであ

る0(6) 16世紀末から 17世紀前半にかけての連盟?こは特にこのような色彩が濃厚でjらっ

た。

しかし 17世紀の後半になると事情はやや変って来るo 16世紀以降の中・小シュラフ

タの政治的進出は、いわゆる「再販農奴制Jをともなった領主直営地経営の発展という

(1) Konstanty Grzycowski， Teoria reprezentacji w Polsce eroki Odrodzenia [ルネサンス期ポー

ランドにおける代表制の理論J，Warszawa， 1959， s・34(Kwartalnikhistoryczny， LXVIL s. 448-96の
S. Gruszec恒の書評による)

(2) ヤギヱウォ轄について重要な点はむしろ、これが外国(リトヴァ)出身の王朝で、この王朝の成
立と共にポーラソドとりトヴァの同君連合が発足したことである。 15世紀末から 16世紀の初めにか

けてはヤギェウォ蒋はボへミアとハンガリーの王位をも占めたが、こうしたことは、王朝の利害と王

国の利害の不一致を時に招来し、 これが王朝に対して王留の利益を代表するものとしての諸身分、と

くに、ンュラフタり政治的自覚を促し、連盟の結成や議会の成立に一定の役割を果したと考えられる。

(司 シュラフタの特権拡大の過程については、さしあたり Historiapa三stwa"'，1， s. 426-29， II， s. 
75-80; Z.羽Tojciechowski，L'Etat polonais..'， pp. 307 ff.; ]. Siemienski， "Constitutional Conditions 

in the Fifteenth and Sixteenh CenturiesヘCamdridgeHistory of Poland， I 
(心 fへンノレィクの諸条項Jで定開議会は2年に一室開かれ、一回 6週間が法定の会期とされた。
(5) このような議会は 17世紀中葉までに、 1576、82、85、97、1600、05、06、15、37、39、45年

と11回を数える。 (HistoriaPolski， 1， 2， s. 556) 

(司 「連盟はi自ポーランド (DawnaPolska)史では、国内の生活に危機が生じ、社会生活のための新
しい途・方向・力が求められている時期を意味したoJ (Encyklopedia staropolska， III， s. 75) 
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経済的背景をもっていた。山 この芭営地経営部ちフォルヴァルク (folwark)昔話への移

行は中世末に始まるが、これが全国的な現象になるのは 16世紀、特にその後半で、 こ

の移行を促進した西欧への農産物輪出は 16世紀末・ 17世紀初めに特に急増L¥17世紀

前半が輸出の最盛期であった。そしてこの過程における農業生産力の若干の向上とシュ

ラフタの一般的な富裕化が、この時期における彼等の政治力の経済的基礎で、あったと考

えられる C ところがこの直営地経営と農産物輸出は、 17世紀中葉の戦乱、 RPち 1648年

に始まるウクライナのコサック反乱と、これを契機としたロシアとの戦争 (1654-67)も

それから特に、ポーランド全土の荒麗をもたらしたスウェーデン軍の征服 (1655-60)で

大きな打撃を受けた。地方、フォノレヴァノレグ申jの進展による共有地の収奪、農民保有地

の削誠、賦役の強化は、農民経営の衰退を招いたが、これは農民経営と者機的に結ばれ

ていた領主経営にもやがて否定的な影響を及ぼし始め、部分的に泣 17世紀子30年代に

既に現れ始めていたこり否定的彰響がも世紀の後半、戦乱の被害と担まって決定的なも

のとなった。

このため 17世紀中葉から中・小シュラフタの経済的没蓄が目立ち始め、山シュラフタ

身分に属するという誇り以外には一般の農民とほとんど変らない生活を送る農民的シュ

ラフタも非常に数がふえた。没落ジュラフタの一部は大領主の所領管理人などの職につ

いてマグナトの私兵化しも全国各地にマグナトを頂点に中流シュラフタから農民的シュ

ラフタに至るまでの一種のハイヤラーキーが形成され、向これが中央の政界でそれぞれ

地方的利害を代表する派閥として行動した。山 17世紀中葉以降には、 16世紀における

と違って、シュラフ夕立概して教養がなく、その視野は地方的な問題に島県されたc向

既に 16世紀後半に下層の、ンュラフタはマグナトの反動政葉に利用されていた、と Gr-

zybowski は指損している仰が、中・小シ守ラフタの経済的没落がー殻化した 17世紀中

葉以降の情況の下では、シュラフタの政治的な動きは概して個々のマグナト勢力の政策

(1)以下の経請史関係の叙述は主に兄 PyTKOBCKH註 3KOHOMlil.J:eCKa先日CTOpH沼 口OJIblllH，

MOCKBa， 1953， CTp. 125-153; M. Ma.'IOBHCT，く3KOHOMHl.J:eCKOepa3BHTHe争eObaJIbHa泊口0-
JIblllH B XIV-XVII BB.)， I1CTOpHミIeCKHe3anHCK玩， T. 53， 1955 ; Historia Polski， I，2， s. 91-97， 

424-35 Vこよる。
(2) これは、ンュラフタ所有地の集中イヒとして現れた。 JanRutkowskiが記しているノレプリン(Lublin)

州のある郡の例をあげると、 15世紀中葉に地主全体の 13.3対を占めた所有地 500ワン (tan)以上の
地主が、 17世紀中葉には 30.7t?b以上と大幅にふえ、 500~100 ワン所有の地主辻 24.3 がから 26.6 J~ 

とわずかにふえ、 100 ワソ~10 ワン晋有の地主は 40.85ぎから 10.8 %~こへり、 10ワン以下の地主は

7.1タ4から 8.6タdとなった。(兄 PyTKOBCKHH，.3KoHOMHl.J:eCKa兄 HCTOp泊先日O.'lb回日， CTp. 143) 
(3) シュラフタ内部の系列化とハイヤラーキー(派閥)の構造については、 AndrzejZaj3czkowski， 

"Socjologiczne przest3nki bada主naddziejami szlachty polskiej“{ポーランド・シュラフタ史研究の社
会学的諸前提〕、 Kwartalnik historyczny， LXVIII， 1961パ・ 139-52が新しい視点を提洪している O

(4) 地方的苦拠主義の背後には、経済発展の停滞、 自然経演への部分的復4昂という事常もあった。
、ンュラフタの輸出入関税免捺、農民の購買力・販売力患下などの事i清で、ポーランドの都市経済は 16

世紀投半発展が停滞し、 17世紀には哀退揮を迎えた。
。) V.f.]. Rose，“Social Life before the Partitions." Cambridge History of Poland， II. なお 17世
紀の文化・教育の衰退については、反動宗教改革の勝利 (Cf.]. Umiuski.“The Counter-Reformation 
in Polandぺ，CambridgeHistory of Poland， I) との関連も重要であるC
(6) Kwartalnik historyczny， LXVII， 1960， s. 490 
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実現のためのものであり、山連盟もまたマグナト内部の派閥争いの道具という役割を果

すことが多かった。

しかし、連盟の歴史のこの最後の段階においても、これが連盟の果した役割のすべて

ではなかったo 17世紀後半から自由拒否権のため議会がいよいよ動きのとれないもの

になり、ぬまた中央の議会に対して州議会の重要性が高まった。 1652年の議会で会期

延長の議案がシツィニスキ (Sici司法i)なる一議員の「私は承認しなし、J("Nie pozwalam“) 

の一言で成立を阻まれた。これ以前にも少数派の反対で議会が決議をなし得なかった例

は少くなかったが、 1652年からは、たった 1人でも反対の意主を表明する議員があれ

ば議案は成立しないことになったoG}そればかりではなし 1669年からは拒否権が行使

されると議会は会期中でも解散されることになれその上、議会がこのようにして解散

されると解敢に至るまでのその議会の一切の決議も無効とみなされることになった。

この一切の決議がさかのぼって無効にされるという点は、頗る重要な事柄であった0

17世紀末から拒否権による解散をまぬがれる議会は次第に少くなれ 1652年から第一

次分割 (1772)までの間 1年おきにひらかれた 55回の議会のうち、会期を全うしたのは

僅か 7議会であれ特にアウグスト 3世 (AugustIII， 1734-63)の下ではすべての議会

が会期務了前に解散されたほどであるから、このことは、議会が完全に機能麻捧の状態、

におち入り、冨政の運営が不可能になったことを意味した。そしてこうした状況の下で、

地方では、州議会の重要性が高まって、地方行政の実権がその手に移りも (4) このナ1'1議会

を実建的v;こ支配していたマグナトを中心とする各地方のシュラフタの派閥がかろうじて

地方の秩序を維持した。これに対して「共和国j全体の政治の面で中央の議会の機能を

代行したのは、他ならぬ連盟であった。もっとも、連盟の結成は空位期などの非常時に

摂られたから、連盟のこの機能は一時的なものであれまた個々の連盟はその多くが特

定のマグナトの派閥を中心とするもので、議会のような全γ ラフタを代表するもので

はなかったから、この機能は部分的なものにとどまった。しかし、議会が既に形骸化

し、シ ラフタの代議制が既にその実質を失っていたこの時点においては、一時的・部

分的で、かつ多分に名目的なものであったにせよ、連盟のみがシュラフタの意志の有効

な結集体たり得、そして正にそのことによって、議会の機能を代行すると共に、国民の

(1) 最近ポーランドの史学界ではマグナト支配体制の成立を17世紀初めとする説が有力で、アカデ
ミー版法制史概説もこの立場をとっているが、本稿は、上にのべた経済史の過程の示唆するところと、
Wtadystaw Czapli ÍlSki，ぷz~dy oligarchii w Polsce nowozytnej“〔近世ポーランドの芸頭政府)， Przegl-
ad historyczny (麗史評論〕、 LII，1961， s. 445-63の説得力ある新説批判を考憲して、 17世紀中葉を
成立時点とする従来の説に従った。
(2) 自由拒否権については、 W!'adystawKonopczynski， Liberum veto，瓦rakow，1918が今なお唯一
の包括的な研究書である。以下の叙述は、この古典的研究書の仏訳 LadislasKonopczyiiski， Le Libe-
rum ve匂.Etude sur le 説明loppementdu principe majoritaire， Paris， 1930，特にその pp.196以下
とHistoriapa重stwa...，ILs. 290 f.による。
(3) 1652年の議会については、 W主adystawGzapli長生i，Dwa sejmy w roku 1652 (1652年の二つの
議会)， Wrodaw， 1955がくわしい。
(4) Historia pa五stwa...，II， s， 291 ff.; Gambridge History of Poland， II， p. 57 f.; Karel Kadlec， 
Introduction a l'etude comparative de l'histoire du droit public des peuples slaves， Paris， 1933， 
pp. 245 f. 
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ポーランドの「連盟jと身分代表帯j

意志、の名前で危機に対処し、 「共和国Jの解掠を誼止し得た。少くとも、この時期の連

盟の役割にはこうした一面のあったことが認められなければならなL、c

自岳拒否権を武器にシュラフタの[黄金の自由jを守ろうとしたこの時代のポーラン

ドの議会は、比命的にいえば、 "volonte de tous" =ヘ'olont己generale"なる理想、をかか

げることによって、実捺にはヘ!olontegenerale" 即ち国家章、志の形成を不可能にした

が、これに対して連盟はもそれが特定のマグナトの派閥を中心に形成され、そしてその

君、志を必要とあらば武力を以てでもシュラフタ全体に(そして、時にi立国王にも)強制

しようとするものであったことによって、かえって自らの意志を国家意志に高め、国政

の危機上こ対越することができたのである。そしてこの場合特に注目されるのは、連盟と

それから発畏した議会 (sejm konfederacyァjny)において議事の採決が多数決方式で行わ

れたことである。連盟における多数決制の実態については問題もある仰が、とにかくこ

のようにして、連盟には「共和国 iの延命をたすけたという一面のあったことが認めら

れなければならない。従って、 f共和国」の[この解誌を、連盟は深め、その没落をは

やめた」とのアカデミー板法制史概説の評簡(2)ーこれは通説的な評倍を継承するもので

あるがーは、一面的であるといわざるをえない。 1717年のいわゆる「沈黙議会J(sejm 
niemy)による連盟結成の禁令ぬが守られなかったことの原因も、少くとも一部は、連

盟が、空洞化した代議事jの機能を危機に臨んで代行し得るものとして、 「共和国jの存

続にとって既に不可欠なものになっていた、という点に求められなければならないよう

に思われる。

第一次分割 (1772) ののち、ポーランドではこれに刺戟されて奮起したシュラフタの

「共和国j改造の動きが激しくなり、これ立第二次分割 (1793) 直前に、いわゆる 14年

議会J(Se jm czteroletni， 1788-92) による問見 3日の憲法J(1791) として結実し、仰

この憲法で選挙王舗や告由拒否権と並んで連盟結成の権利も莞iとされたが、この憲法を

生み出した 14年議会」そのものは、ごく少数の反対派による自由拒否権の行復を回避
するため主連盟の形をとらざるを得なかったっそして、 「共和国J 没落一第三次分割

(1795)-亘前の 1794年の反乱(5)でも、指揮者タデウシュ・コシチュシュコ (TadeuszKo-

sciuszko)は、反乱の組織住に伝統的な連盟結成の方式一15月3月j 憲法に志実な彼は

これを連盟とよばず、反乱 (powstanie)とか蜂起 (insurekcja) とかよんだがーを踏襲し

たのであった。

(1) L Konopczynski， op. cit.， pp.215-15 
(2) Historia pautwa"'， II， s. 297 
(3) この禁令については、 HistoriaPolski， I. 2， s. 734 ff.; Cambridge History of Poland， II， pp. 12 f. 
(4) ! 4年議会」と同月 3nの憲法」については、 Historia Polski， II， 1， s. 244-86; Cambridge 
History of Poland， II， pp. 133 ff.; Historia panstwa"'， II， s. 369 ff.， 428-51 
(5) この反乱については、HistoriaPolski， II， 1， s. 313-60; Cambridge History of Poland， II， pp. 154・73
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Po1ish Confederations and Represεntation of Estates 

Shigeto TORIY AMA  

In this article， the author treats the significance of the confederations (konfede-

racje) in the Polish constitution from the end of rnidd1e age up to the 18th century. 

In the first half of the article， he discu路esthe r01e of the confederations at the 

birth of the representation of estates， as wel1 as the relations between the confedera-

tions and ius resistendi， and so forth. In the second half of the article， discussing 

the confederations of the rnodern age， the present writer argues that they had the 

function of acting as a substitute for the sejms， which had 10st the ability of forrn-

ing the will of the nation. 
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